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【手続補正書】
【提出日】平成30年1月25日(2018.1.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱間圧延設備の仕上圧延機の最終スタンドで圧延された後、ランアウトテーブル内で冷
却された鋼鈑を巻取装置で巻取るようにされた熱間圧延鋼板の材質管理システムであって
、
　鋼鈑について経験的に求めた徐冷履歴と材質の間の相関データを保持する徐冷履歴―材
質相関テーブル保存装置と、前記仕上圧延機で仕上圧延された鋼材のランアウトテーブル
内における徐冷温度履歴を求める徐冷温度履歴算出装置と、前記徐冷温度履歴算出装置で
求めた徐冷温度履歴を用いて前記徐冷履歴―材質相関テーブル保存装置を参照し、該当す
る材質のデータを得、得られた材質のデータから前記鋼材の材質分布を推定する材質分布
評価装置を備えたことを特徴とする熱間圧延鋼板の材質管理システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の熱間圧延鋼板の材質管理システムであって、
　前記徐冷履歴―材質相関テーブル保存装置は、前記仕上圧延機の最終スタンドで圧延さ
れた後の鋼鈑について、経験的に求めた徐冷履歴と材質の間の相関データを保持している
ことを特徴とする熱間圧延鋼板の材質管理システム。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の熱間圧延鋼板の材質管理システムであって、
　前記徐冷履歴―材質相関テーブル保存装置は、徐冷履歴の情報として徐冷開始温度と、
徐冷時間を含み、前記徐冷温度履歴算出装置は徐冷温度履歴として前記徐冷開始温度と、
徐冷時間を求めていることを特徴とする熱間圧延鋼板の材質管理システム。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか1項に記載の熱間圧延鋼板の材質管理システムであっ
て、
　前記徐冷温度履歴算出装置は、前記ランアウトテーブル内の徐冷区間で計測された鋼板
の温度と、鋼板速度と、ランアウトテーブル内における冷却ノズルの開度データと、温度
計の配置データを用いて、徐冷時間と徐冷開始温度を算出することを特徴とする熱間圧延
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鋼板の材質管理システム。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか1項に記載の熱間圧延鋼板の材質管理システムであっ
て、
　前記材質分布評価装置は、推定した前記鋼材の材質分布評価値に対して、鋼板検査デー
タを用いて補正することを特徴とする熱間圧延鋼板の材質管理システム。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか1項に記載の熱間圧延鋼板の材質管理システムであっ
て、
　前記徐冷温度履歴算出装置は、前記ランアウトテーブル内の徐冷区間で計測された鋼板
の温度を計測するとともに、当該計測のために複数の光収集部を配置することを特徴とす
る熱間圧延鋼板の材質管理システム。
【請求項７】
　請求項１から請求項５のいずれか1項に記載の熱間圧延鋼板の材質管理システムであっ
て、
　前記徐冷温度履歴算出装置は、前記ランアウトテーブル内の徐冷区間で計測された鋼板
の温度を計測するとともに、当該計測のために移動する非接触温度計を用いることを特徴
とする熱間圧延鋼板の材質管理システム。
【請求項８】
　熱間圧延設備の仕上圧延機の最終スタンドで圧延された後、ランアウトテーブル内で冷
却された鋼鈑を巻取装置で巻取るようにされた熱間圧延鋼板の材質管理方法であって、
　鋼鈑について経験的に求めた徐冷履歴と材質の間の相関データを保持し、前記仕上圧延
機で仕上圧延された鋼材のランアウトテーブル内における徐冷温度履歴を計測により求め
、前記計測により求めた徐冷温度履歴を用いて前記徐冷履歴と材質の間の相関データを参
照し、該当する材質のデータから前記鋼材の材質分布を推定することを特徴とする熱間圧
延鋼板の材質管理方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の熱間圧延鋼板の材質管理方法であって、
　前記経験的に求めた徐冷履歴と材質の間の相関データは、前記仕上圧延機の最終スタン
ドで圧延された後の鋼鈑について求めたものであることを特徴とする熱間圧延鋼板の材質
管理方法。
【請求項１０】
　請求項８または請求項９に記載の熱間圧延鋼板の材質管理方法であって、
　前記経験的に求めた徐冷履歴と材質の間の相関データは、徐冷履歴の情報として徐冷開
始温度と、徐冷時間を含み、前記計測により求めた徐冷温度履歴は、前記徐冷開始温度と
、徐冷時間を含んでいることを特徴とする熱間圧延鋼板の材質管理方法。
【請求項１１】
　請求項８から請求項１０のいずれか1項に記載の熱間圧延鋼板の材質管理方法であって
、
　前記計測により求めた徐冷温度履歴は、前記ランアウトテーブル内の徐冷区間で計測さ
れた鋼板の温度と、鋼板速度と、ランアウトテーブル内における冷却ノズルの開度データ
と、温度計の配置データを用いて、徐冷時間と徐冷開始温度を算出することを特徴とする
熱間圧延鋼板の材質管理方法。
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